グリーンツーリズム体験プログラムPR業務委託に係る仕様書

１　案件名
グリーンツーリズム体験プログラムPR業務委託

２　履行期間
　　契約日～令和９年３月３１日

３　背景と目的
長崎市では、市内のグリーツーリズム実践団体への活動支援や各種体験プログラムのPRに取り組むとともに、「長崎市グリーンツーリズム連絡会議」を設置し、団体間の連携強化等に取り組んでいるが、コロナの影響による体験プログラム参加者の減少や団体の会員の高齢化などにより、活動を休止・廃止する団体が出てきている。
そこで、長崎市内のグリーンツーリズム実践団体が提供する体験プログラムについて、各種広報媒体を活用し、主に域内の若い世代に向けたPRを行うことで、体験プログラムの参加者数の増加による実践団体の活動基盤強化や、若い世代が農業や漁業に関心を持つ機会の創出を目的とする。

４　対応方針
⑴テレビやインターネット、SNSなどの各種広報媒体を活用し、年間を通じて市内のグリーンツー
リズム体験プログラム（実践団体は８団体を想定）をPRする。
⑵各種広報媒体を活用したPRは、域内（県内）の若い世代（小学生～大学生）をメインターゲッ
トに定め、展開する。
⑶市の観光部局やDMO、県のグリーンツーリズム担当部局が行うPRと連携した取組みを行う。

５　業務項目
⑴各種広報媒体を活用したPR
テレビやインターネット、SNSなどの各種広報媒体を活用し、若い世代がグリーンツーリズム
体験プログラムに参加したくなるようなPRを行う。なお、活用する媒体については、複数の媒体を組み合わせて展開することも、特定の1つの媒体に集中させることも可能とする。
⑵ガイドブック、チラシ、ポスターの制作及び印刷
　　ア　長崎グリーンツーリズムサマーPRチラシ・ポスターの作成
市内小中学生に対し、夏休み期間に行うグリーンツーリズムサマーの周知を図るため、
PRチラシとポスターを作成する。（約29,000枚）
・市が指定する納品リストの枚数に応じて仕分けし、各学校20枚ごとに付箋を貼る等区
切りが分かるようにすること。
・各小中学校ごとに1梱包での納品とするが、300枚を超える場合は分けて梱包すること。
・梱包の表面に学校名を記入すること。
・農林振興課納品分は、1箱500枚入りで納品すること。
・梱包及び箱の外面に「令和８年度長崎グリーンツーリズムサマー」と記載すること。
・令和８年７月１日（水）までに納品すること。
　　イ　長崎市グリーンツーリズム体験ガイドブックの作成
　　　　　各団体のグリーンツーリズム体験プログラムの周知を図るため、長崎市グリーン
ツーリズム体験ガイドブックを作成する。
・作成部数は4,000部を必須とする。ただし、⑶の自由提案に係る取組みに必要な
場合は、規定の部数以上を作成してもよい。
・50部ごとに帯留めし、500部を１箱として箱詰めすること。
・箱の側面に「Ｒ〇.〇〇月納品　グリーンツーリズム体験ガイドブック2027」と
記載すること。
・令和９年３月23日（火）までに納品すること
　　　ウ　共通事項
・デザインやキャッチコピーはリニューアルすること。ただし、⑴のPRと併せて
全体的に統一感のあるデザインとする。
　　　　　・令和７年度に作成した、ガイドブック、チラシ、ポスターのデータは別紙のとおり。
・読者が長崎市のグリーンツーリズムに興味や関心を引く観点から（取材対象者
　の提案を含む。）、各団体の体験内容や特色等を取材し、原稿を執筆する。
・取材対象者は長崎市内グリーンツーリズム団体代表者とする。
・取材に関するアポ入れは、受注者が行う。
・撮影する写真については、発注者及びグリーンツーリズム団体代表者と協議の
うえ決定する。
⑶その他追加提案
提案者は契約金額の範囲内で、⑴や⑵に限らず、グリーンツーリズム体験プログラムの参加
者数を増やすための効果的なPR事業があれば積極的に提案すること。

６　業務の内容
⑴業務計画書の作成
各業務項目について、スケジュールを立て、全体の業務計画を立てること。
⑵業務の実施
前述「５　業務項目」について実施すること。
⑶その他
　　　ア　業務の詳細については、本市と協議の上決定し、随時進捗状況を市へ報告すること。
　　　イ　業務の実施にあたっては、可能な限り公平かつ専門的な視点で運営すること。
　　　ウ　業務に係る一切の経費（交通費や取材費用等）は、全て事業費に含むこと。
エ　新たにデザインを行う制作物が発生する場合は、そのデザインについて事前に本市と協議
　　を行うこと。

７　報告書等の提出
⑴事業実施報告書
　　　　本業務に係る事業実施報告書を提出期限までに提出すること。なお、報告書には本業務の
実施による成果及び効果を必ず記載すること。
ア　仕様：A4縦、横書き、左綴じ
イ　部数：紙媒体1部及びPDFデータ
⑵成果物
　　  業務内で制作物が発生した場合は、その成果物を提出すること。提出形式は、本市と協議の
上決定する。
　　　　なお、二次活用できるよう編集可能なデータも併せて提出すること。
⑶提出場所
　　　長崎市 水産農林部 農林振興課（長崎市魚の町４番１号 14階）
電子メールアドレス　norin_shinko@city.nagasaki.lg.jp
⑷提出期限
　　　令和９年３月31日（水）

８　留意事項
⑴受託者は、本市の指示に従って本業務を実施するものとする。
⑵受託者は、全業務または主要な部分を第三者に委託することは不可とする。ただし、業務内容
の一部を再委託する場合は、発注者へ契約締結前に「第三者委託承諾願」を提出し、承諾を得
なければならない。
⑶受託者は、本業務の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際して協力す
ること。
⑷本業務について、この仕様書に記載されていない事項やその他疑義が生じた場合は、発注者と
協議の上決定する。
⑸本委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
ア　本委託により得られる全ての成果物・著作物に対する著作権（著作権法（昭和 45 年法律
第48 号）第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）は、本市に譲渡すること。
イ　本委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しない
こと。また、受託者は本委託に関与した者について著作権を主張させず、著作権人格権につ
いても行使させないことを約束すること。
ウ　本委託に使用する映像、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合に第三者との間で発生した著作権、その他知的財産権に関する手続きや使用権料等の負担と責任は、すべて受託者が行うこと。
エ　本委託において、第三者の著作権等の権利に抵触した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。
オ　本委託により得られる画像や原稿などの成果物については、本市または本市の承認を得た者の名において行う広報活動等に、その媒体・事業を問わず利用できるものとする。この場合、受託者は別途料金を請求しないものとすること。
カ　本委託により得られる成果物は、本市が行う PR 事業等のため、別途、第三者との契約による編集や複製利用等ができるものとする。
キ　本委託により新たに撮影・収集した画像（動画を含む。以下、同様）、及び、本委託の過程で新たに撮影・収集する画像は、上記アないしカにかかわらず、次の取扱いとする。
・本市及び一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会（以下「本市等」という）は PR 
事業等の目的で自由に利用することができるが、当該画像のデータそれ自体を第三者に提
供することはできない。ただし、受託者が特に指定した画像については、この限りではな
い。
・本市等が当該画像を印刷物に利用するにあたり受託者が提供するデータ形式以外のデータ
形式による提供を求める場合、あるいは、画質・画素数では不十分であるなどとしてその
差替えを求める場合には、受託者と諸条件を協議の上、決定する（別途、費用発生）。
ク　その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
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